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全国市議会議長会は、平成２４年度建設運輸対策に

ついて別記のとおり議決いたしましたので、政府並び

に国会におかれましては、特段のご配慮を賜りますよ

う強く要望いたします。 
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１．自然災害対策の推進 
 

東日本大震災は従来の想定を大きく超えた大規模かつ広域的

な災害であったことから、今後、地震・津波発生の危険性が高

い地域に対する震災対策の抜本的見直しが急務である。 

また、近年、台風や局地的豪雨などによる水害や土砂災害が

多発しており、特に都市部において、多くの人命にかかわる大

災害となる危険性が高まっている。住民の生命、財産を守るた

め、これら自然災害対策の更なる充実強化が喫緊の課題である。 

よって、下記事項を実現されるよう強く要望する。 

記 

１．地震・津波対策について 

（１） 地震防災対策の各法律に基づく地震・津波対策について、

各種施策の早期具現化を図るとともに、災害防止対策に重

点的な予算配分を行うこと。併せて地方負担額の軽減措置

を講じること。 

（２）地域ごとの特性を踏まえ、ハード・ソフトの施策を組み

合わせた多重防御を考慮した「津波防災地域づくりに関す

る法律」を早期に成立させること。 

また、盛土を利用した海岸減災林等の整備を行い、津波

対策の一層の充実を図ること。 

（３）災害発生時に、迅速な情報収集・提供を図る防災無線の
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デジタル化など、各種情報通信手段の整備に係る財政支援

を拡充すること。 

（４）災害情報の把握や伝達、避難のため、高齢者などの災害

弱者・要援護者を対象とした防災情報の共有化を図るとと

もに、防災に対する一層の広報・啓発活動を行うこと。 

（５）学校施設、公民館、体育館、庁舎など災害時に避難・防

災拠点となる公共・公用施設の耐震診断や耐震改修に対し

て、財政措置を拡充すること。併せて、民間施設・住宅家

屋等についても木造住宅耐震改修事業の国庫補助制度の創

設など、耐震化を促進するための財政措置の拡充強化を図

ること。 

（６）下水道、堤防、道路、港湾などの社会基盤施設並びに   

宅地について早期に液状化対策を図ること。 
 

２．治水対策について 

（１）大規模豪雨の頻発や台風被害、火山災害等を踏まえ、災

害に対する安全度を確実かつ早期に向上させるため、ハー

ド・ソフトの連携による効率的かつ重点的な水害・土砂災

害対策を図ること。 

（２）近年の豪雨により多発する急傾斜地の崩壊や土石流、  

地すべりなどから住民の生命、財産を守る土砂災害防止法

及び急傾斜地法に規定されている各施策の一層の強化を図

ること。 
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（３）洪水による大都市の大規模被害を防止するため、高規格

堤防（スーパー堤防）や堤防拡張等による強化対策を推進

すること。  

（４）いわゆる「ゲリラ豪雨」による都市部河川の急激な増水

や、地下街への浸水などの災害を防止、軽減するため、「下

水道浸水被害軽減総合事業」の拡充強化を図ること。 
 

３．災害復興支援について 

（１）被災者生活再建支援制度の対象となる住宅被害状況に、

「一部損壊」を加えること。 

 また、豪雨などによる床上浸水等家屋被害に対しても同

制度の適用が受けられるようにすること。 

（２）地震などで住宅が被災した場合の支援策である、「住宅応

急修理制度」を拡充強化するとともに、自然災害に対する

保険や共済制度など被災住宅の再建を支援する制度を国に

おいて創設すること。 

（３）「災害援護資金」については、被災者の実情に即し、償還

免除要件の拡大や償還期限の再延長など制度の柔軟化を図

ること。 
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２．各種交通基盤整備の推進 
 

道路、鉄道、空港、港湾などの各種交通基盤は、地域相互の

交流と連携を支えるとともに、住民生活や地域の経済、産業を

発展させる最も重要な社会資本である。 

地域格差の是正及び均衡を図るとともに、災害発生時や救急

医療に備えるうえから、より一層の整備促進を図る必要がある。 

よって、下記事項を実現されるよう強く要望する。 

記 

１．道路整備の促進について 

 (１) 高速自動車国道を中心とした高規格幹線道路網の整備は

国土建設の要であり、その政策の明確な方向性を示すとと

もに恒久財源の確保に万全を期すこと。 

（２）ミッシングリンク（未開通区間）の解消を図るとともに、

高速道路と一体となって道路交通体系を成す地域高規格道

路の整備についても所要の予算を確保すること。 

（３）国土交通省の高速道路のあり方検討有識者委員会におい

て作業が行われている高速道路の料金制度等については、

利用者の混乱と不信を招かないよう、その道筋を早期に示

すとともに、国土の均衡ある振興・発展を阻害することが

ないよう、本州四国連絡高速道路等を含め全国一律とする

こと。 
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（４）社会実験を凍結中の高速道路の無料化については、受益

者負担の原則や財源の確保のほか、公共交通体系全体への

影響、交通渋滞、環境への負荷などを総合的に勘案し、引

き続き慎重に対応すること。 

（５）一般国道の慢性的な交通混雑の解消等を図るため、バイ

パス、環状道路や４車線化などの整備を促進するとともに

必要な財源を確保すること。 

また、住民生活や地域経済の障害である自動車交通不能

区間の早急な整備を図ること。 

（６） 一般国道及び地方道における道路橋の多くが老朽化して

いることから、地方自治体で管理する道路橋の点検・補修

等に必要な財政措置を更に講じること。 

（７）雪国の生活の安定と地域の振興並びに国民の諸活動の広

域化に対応した冬期道路交通対策を積極的に推進すること。 
 

２．新幹線鉄道の整備促進について 

（１）全国新幹線鉄道整備法の基本計画により定められた全国

新幹線鉄道網の早期実現を図ること。 

（２）整備新幹線の未着工区間については、整備スケジュール

を明確化し、全線フル規格による一日も早い認可・着工と

早期完成を図るとともに、地域振興に資する駅舎や駅周辺

整備に対する支援を行うこと。また、幅広い観点での建設

財源の確保と地方負担に対する財源措置の拡充を図ること。 
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   なお、今後発注予定の建設工事について、地元建設企業

の受注機会の確保・増大等について配慮すること。 

（３）新幹線路線開通後も地域住民の足となる並行在来線の経

営が成り立つよう、事業運営に対する助成等財政措置を図

ること。 
 

３．地域公共交通活性化及び再生の推進について 

（１）鉄道や乗合バス、コミュニティバス、乗合タクシーなど

住民の移動手段として欠くことのできない地域公共交通に

ついては、継続して事業が実施できるような安定的な制度

を構築し、地方にとって使いやすい実効性のある仕組みと

すること。また、将来にわたって十分な財源を確保するこ

と。 

（２）「陸・海・空」の三交通体系の均衡を保つため、フェリー

等の運行について､現行航路の維持存続を図るとともに、地

域の実情に応じた輸送コスト補助等の支援策を講じること。 
 

４．空港整備の推進について 

（１）地方航空路線は地域の経済発展や特色ある産業の育成に

大きな効果を与えることから、路線維持のための措置を講

じること。 

（２）空港へ連絡する鉄道、道路の整備など空港への交通アク

セス強化を図ることとともに、空港を拠点とした地域振興



－7－ 

策を推進すること。  

（３）離島への航空輸送路の維持確保を図るため、離島路線の

航空機の購入・運航費の支援等、財政措置の充実を図ると

ともに、「離島空路整備法」（仮称）を制定すること。 
 

５．港湾整備の推進について 

（１）港湾を大規模災害に備えた防災拠点とするとともに、地

域経済の活性化に活用するため、基盤整備を充実し、その

機能を強化すること。 

（２）経済のグローバル化が進展する中で、港湾は我が国にお

ける貿易基盤として、その重要性がますます高まっている

ことから、輸出入の拠点として太平洋側、日本海側双方の

均衡ある発展に資するよう、港湾関係施策を充実強化し国

際競争力を強化すること。 

（３）港湾整備に当たり、地方自治体が行う岸壁・防波堤築造、

航路浚渫、埠頭用地創成等についての一層の支援措置を講

じること。 

 また、地元の利用が主体となっている地方港湾と第一種

及び第二種漁港の整備のために交付される、港整備交付金

の負担率及び補助率の嵩上げを図ること。 
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３．まちづくりの推進 
 

地域住民に快適で豊かな生活環境を提供する都市基盤の整備

は、利便性の向上による都市再生や住環境の整備等、計画的か

つ着実な推進が必要である。 

よって、下記事項を実現されるよう強く要望する。 

記 

１. 中心市街地活性化の推進について 

(１) 「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく中心市街

地活性化への取組について、更なる財政措置など各種支援

の充実強化を図ること。特に、病院や福祉施設等のまちな

かへの移転促進や空きビルの有効活用などを推進すること。 

(２) 中心市街地における交流拠点としての多目的広場やアー

ケード、駐車場等の整備に対する支援を拡充すること。 

（３）経済的で地球環境の負荷軽減も期待できる自転車の安全

かつ快適な利活用のため、自転車レーン関係法令の整備等

を図ること。なお、社会問題となっている放置自転車につ

いて、駐輪場整備等の対策を強化すること。 

 

２．都市公園の整備推進について 

（１）良好な生活環境形成のため、都市公園整備を促進する都

市公園事業・緑地環境整備支援事業に対し、十分な財政措



－9－ 

置を講じること。 

また、歴史や景観など地域の特色を活用した公園設置を

推進すること。 

（２）災害に強いまちづくりのため、震災時等の避難地や復旧・

復興の拠点となる防災公園の整備を推進すること。 

 

３．社会インフラ整備の推進について 

（１）道路、橋梁、上・下水道、河川管理施設など社会インフ

ラの経年劣化対策については、補助・交付金制度の拡充を

図るとともに、事業に必要な予算額を確保すること。 

（２）良好な住環境の整備に資する下水道の普及促進を図るた

め、普及が立ち遅れている地域の下水道整備を推進するこ

と。 

（３）既存の下水道施設の更新・維持補修の費用については、

国庫補助対象とすること。 

また、新規の下水道施設の整備については、国庫補助率

の更なる嵩上げを行い、下水道事業債への依存割合を軽減

すること。 

 

４．郵便局サービスの維持について 

過疎地区等地域住民の利便性の維持のため、将来にわたり

郵便・貯金・保険のサービスが一体的に、郵便局により確実

に提供されるよう所要の措置を講じること。 
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４．観光立国の推進 
 

観光は、地域経済の活性化、地域間の交流人口や雇用の拡大、

国際相互理解の促進など幅広い意義を持つことから、観光立国

の実現に向けた振興施策を推進する必要がある。 

よって、下記事項を実現されるよう強く要望する。 

記 

１．外国人観光客の減少対策について 

（１） 観光安全情報の積極的な発信と訪日旅行プランの販売等、

積極的なプロモーションの早期展開を支援すること。 

  また、迅速な海外旅行市場の需要回復を実現するため、

ビジット・ジャパン事業予算の大幅な拡充を行うこと。 

（２）震災被害を受けた地域及び風評被害を受けている地域へ

の旅行者に対する宿泊費の助成などに対する支援策を講じ

ること。 

 

２．「観光立国推進基本計画」の見直しについて 

「観光立国推進基本計画」の見直しに当たっては、地域活

性化の観点に立った観光振興を強化すべく、地域の意見を尊

重したものとすること。 
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３．観光圏整備事業の拡充について 

（１）滞在型観光を促進するため、地方自治体や関係団体・企

業等が連携し、地域の観光圏を創造する「観光圏整備事業」

の一層の充実を図ること。 

（２）地方自治体や地域において、外国人観光客に対し案内所

や各種案内板等を設置する際の支援措置を講じること。 

（３）観光圏内の鉄道やバス、船舶等の交通機関を共通して利

用できる外国人観光客向け周遊券の開発等の支援を図るこ

と。 

 


